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１ 開 会

２ あいさつ

３ 報告事項

（１）第三次健康もりや２１計画令和６年度取組状況について

（２）母子保健推進員について

（３）新型インフルエンザ等対策行動計画改定について

【主な意見等】

（１）第三次健康もりや２１計画の進捗報告

① 健康増進計画（身体活動・運動～健康管理・地域における健康づ

くり）

【報告】 令和７年度後期高齢者健康診査未受診者対策

・令和６年度はアンケート未実施のため評価指標の多くは更新なし。

・特定健康診査受診率（国保）は 49.8%とコロナ禍以降で最も高く、
後期高齢者健康診査受診率は県内１位を達成。

・心の健康相談については、デジタルサイネージやホームページ等を

活用し周知を行っている。

・歯周疾患検診の対象に２０歳・３０歳を追加した。

報告事項№１



【質疑応答】

・バリウム検査から胃カメラへの変更は可能か。

⇒胃カメラへの変更は医師会の協力体制が課題だが、市として要望は

継続して伝えている。

・ＮＨＫの番組と連携した受診勧奨について。

⇒未受診者への受診勧奨策として協力。ただし、守谷市では既に健診

が始まっていたため、番組に合わせた一斉送付は実施していない。

②食育推進計画

【報告】

・乳幼児期：朝食を食べる３歳児の割合が 100%に向上。
【質疑応答】

・なぜ「甘い飲み物を毎日飲む男性の割合」を指標にしているのか。

⇒守谷市の課題として男性のメタボリックシンドロームの割合が高い

ため。

③自殺対策計画

【報告】

・広報やホームページ、X（旧 Twitter）、デジタルサイネージ等、多
様な媒体で相談窓口を周知。

・ゲートキーパー研修や自助グループ（断酒会等）の支援を実施。

・学校では、いじめ防止プログラムや iPadを活用した相談予約シス
テムを導入している。

【質疑応答】

・要支援妊婦が７６件とのことだが、これは自殺リスクが高い妊婦の人

数か。

⇒自殺リスクに限らず、外国籍で言葉が不自由な場合など、予防的な観

点から広く支援対象として把握している人数である。

・広報誌が届かない層など、情報が行き届かない市民への対策は。

⇒市全体で周知を強化すべきとの意見として承り、Morinfo（市情報ア
プリ）の活用など、関係機関と連携していきたい。

④母子保健計画

【報告】

・各種指標は国のベースライン値を上回っており、良好に推移。

・妊娠期から産後、乳幼児期まで、様々な事業を通して切れ目のない支

援を実施。

・令和６年度から妊産婦健診の費用助成を拡大した。



【質疑応答】

・学童期の口腔保健教育は実施されているか。

⇒学校では口腔の健康保持・増進を目的とした保健教育が行われていま

す。具体的には、歯磨きの習慣づけや虫歯予防、正しい食生活の指導

などが授業や保健指導の中で実施されている。

・発達相談はどのような人が利用できるのか。

⇒主に発達に心配や課題がある子どもや、その保護者が利用できる。

就学に関する相談は教育委員会と連携して対応している。

（２）母子保健推進員について

【報告】

・活動終了の経緯: 昭和４８年から続く母子保健推進員制度だが、個
人情報保護意識の高まりや後継者不足等の課題から、令和７年度を

もって活動を終了する。

（代替措置: 令和６年度に設置した「こども家庭センター」が中核と
なり、助産師による乳児家庭全戸訪問の充実等で機能を補完・強化

する。

（計画の見直し点）: ①推進員の記述削除、②乳児家庭全戸訪問の
明記、③センターの名称変更、④電子母子手

帳アプリへの切り替え、⑤妊娠後期面接の対

面化

【質疑応答】

・電子母子手帳アプリ導入時の懸念点は解消されたか。

⇒導入前に市内の産婦人科に説明し、令和７年７月から稼働している。

（意見）: 推進員終了後、孤立する親子をいかに見つけるかが課題。
行政による訪問支援の強化は重要。

（３）新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について

【報告】

・改定の背景: 新型コロナウイルスの経験を踏まえ、国・県の計画が
改定されたことに伴い、市の計画も見直す。

（改定の概要）: 未知の感染症にも対応できるよう、記載項目を細分
化・充実させ、発生時期の区分を「準備期」「初動期」

「対応期」の３段階に整理する。

（今後の予定）: 医師会へ意見聴取後、パブリックコメントを実施し、
その結果を次回の分科会で報告後、本審議会へ諮問

する。



【質疑応答】

・コロナ禍で効果があった手洗い・うがい等の基本的な感染対策の啓

発を、平時から強力に発信してほしい。

⇒計画にも盛り込み、デジタルサイネージ等で平時から周知徹底を図

る。

・なぜ名称が「新型インフルエンザ等」なのか。

⇒計画名に「等」とある通り、コロナや未知の感染症も含む包括的な

対策計画である。国・県と名称を統一することで、市民の分かりや

すさに繋がると考えている。

４ 閉会

※決定事項

１ 母子保健推進員の活動を令和７年度をもって終了し、代替として

「子ども家庭センター」の機能強化や「乳児家庭全戸訪問」の充実

を図ること。

２ 新型インフルエンザ等対策行動計画の改定を、提示されたスケジ

ュール（医師会への意見聴取、パブリックコメント実施等）に沿

って進めること。


